


高額療養費制度 診療月毎（1日から月末まで）

対象者（70歳未満） 自己負担限度額（月額） 多数該当

区分ア 健保：標準報酬月額83万円以上
252,600円+（医療費-842,000）×1％ 140,100円

国保：年間所得901万円超

区分イ 健保：同53万～79万円
167,400円+（医療費-558,000）×1％ 93,000円

国保：同600万～901万円

区分ウ 健保：同28万～50万円
80,100円+（医療費-267,000）×1％

44,400円
国保：同210万～600万円

区分エ 健保：同26万円以下
57,600円

国保：同210万円以下

区分オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

対象者（70歳以上）
自己負担限度額（月額）

多数該当
世帯単位（入外） 個人単位（外来）

現役並所得Ⅲ 標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上

252,600円+（医療費-842,000）×1％ 140,100円

現役並所得Ⅱ 標準報酬月額53万～79万円/
課税所得380万円以上

167,400円+（医療費-558,000）×1％ 93,000円

現役並所得Ⅰ 標準報酬月額28万～50万円/
課税所得145万円以上

80,100円+（医療費-267,000）×1％

44,400円
一般 標準報酬月額26万円以下/

課税所得145万円未満
57,600円 18,000円（年間上限

144,000円）

低所得者Ⅱ 住民税非課税 24,600円 8,000円

低所得者Ⅰ 住民税非課税/所得が一定以下 15,000円 8,000円

※多数該当とは直近1年間における4回目以降の自己負担限度額（月額）

◇注意事項 ・交通事故、労災には適用できません。
・医療費のみ対象となります。食事料、個室料等は対象外です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方は、健康保険証の確認と合わせ、限度額認定の更新
について確認させて頂きます。お問い合わせは各担当者までお願いします。
入院：病棟事務職員 外来：１番総合受付

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用になれます。当院1階の1番総合受付にてお申
し込みください。

※70歳未満の自己負担限度額は①医療機関ごと②医科・歯科別③入院・外来別

※70歳以上の自己負担限度額は世帯単位（入院・外来含む）・個人単位（外来のみ）別


